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中部地整における多自然川づくりへの取り組み
中部地方整備局 河川部 河川環境課 課長補佐　吉田光則

１．はじめに
平成 28 年 12月に「河川法改正 20 年多自然川づ

くり推進委員会」が設立され、多自然川づくりの取り
組みをレビューするとともに、今後の多自然川づくりに
ついての方向性の検討が行われ、平成 29 年６月に提
言「持続性ある実践的な多自然川づくりに向けて」１）

として公表された。
提言を受けて、中部地方整備局では平成 29 年度

より、管内で実施されてきた多自然川づくりを評価・検
証し、職員によるワークショップ形式での意見交換を重
ね、多自然川づくりの徹底・継承に向けた検討を行っ
ている。
本稿の前半は多自然川づくりに向けた取り組みにつ

いて紹介する。後半は事例紹介として、宮川における
床上浸水対策特別緊急事業を多自然川づくりの視点
から分析し、災害復旧時における多自然川づくりの工
夫点・留意点について紹介する。

２．管内における多自然川づくりの事例調査
平成 29 年度に管内９事務所を対象として、多自然
川づくりの実施状況について事例調査を行った結果、
表１に示すとおり、各事務所で工夫しながら取り組んで
いることが分かった。

表１　多自然川づくりにおける取り組み・工夫
段階 事務所の取り組み・工夫
計画 ◯整備イメージ作成◯環境調査◯検討会

開催◯専門家ヒアリング
設計 ◯整備イメージ作成◯事務所独自の設計

マニュアルの作成◯環境に配慮した設計に
変更◯専門家ヒアリング

施工 ◯整備イメージ作成◯追加特記仕様書へ
の追記◯施工業者に配布する環境配慮手
順書の作成◯地元関係者・専門家ヒアリン
グ

維持管理 ◯生物調査◯写真撮影◯河川巡視◯河川
カルテに環境配慮事項を追記

その一方で、多自然川づくりの目標が曖昧なこと、
設計思想の継承状況の把握が困難なこと、施工後に
モニタリング・評価が実施されていないことなどが課題と
して挙げられた。

３．本取り組みの位置づけ（提言との対応）
提言「持続性ある実践的な多自然川づくりに向け

て」１）に対する本取り組みの対応は表２のとおりであ
り、管内における多自然川づくりの現状を踏まえ、実践・
現場視点で幅広く取り組んでいる。

表２　提言１）に対する本取り組みの対応

提言（H29.6） 本取り組み
（番号は章との対応）

目標の設定 環境目標設
定の手法確
立の実践展
開

6.（１）�川づくりの目標を定
める「多自然検討」
の導入

技術の向
上・一連の
取り組み過
程の徹底

河川生態系
へもたらす
変化の把握

6.（４）�既存資料の活用、モ
ニタリング・評価手
法

一連の取り
組み過程の
徹底

6.（２）�多自然川づくりを徹
底・継承するための
チェックリスト・カル
テの作成

6.（３）�多自然川づくりの義
務付けと適正な評価
のための仕組み

人材の育成・
普及啓発

人材の育成 4.�河川管理の実務者を対象
とした研修会の開催

４．河川管理の実務者を対象とした研修会の開催
中部地方整備局と中部技術事務所では、管内９事
務所に在籍する、調査課（河川環境課の場合もある）、
工務課、出張所の係長と若手職員を対象として多自
然川づくりについての研修会を開催した。
多自然川づくりには、計画・設計・施工・維持管理

の段階がある。これらを一連の過程として捉え、事務所・
出張所、所属課、年齢層の枠を超えて、新たに作成
したチェックリスト・カルテを活用したワークショップ形式
で議論を重ね、多自然川づくりについての理解を深め、
現場で実践できる人材の育成に取り組んだ。

５．多自然川づくりの流れと課題
河川整備のメニューには、河道掘削、護岸整備、
築堤、水辺整備等がある。
以降では、下記の理由から、多自然川づくりが特に
重要で、かつ課題が多いと考えられる「河道掘削（樹
木伐採含む）」を対象として、多自然川づくりの徹底・

写真１　研修会の様子
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継承に向けた検討を行った。
	・今後予定されている整備範囲が広い。
	・水中・陸上の大きな改変を伴うケースが多く、治
水・環境が一体となった整備が求められる。
河道掘削における多自然川づくりは、計画〜設計〜
工事発注〜施工〜維持管理の段階に分けることができ
る。計画〜施工まで何年も要することから、段階毎に
業務発注され、とりわけ設計・施工段階は施工区毎
に細かく分割発注されるケースが多い。また、段階によっ
て、発注担当課、受注者、対象範囲が変わることが、
多自然川づくりの徹底や、設計思想の継承を難しくし
ている。

６．多自然川づくりの徹底・継承に向けた提案
これらの課題を解決し、多自然川づくりを徹底・継
承するための提案は図１に示すとおりである。なお、こ
れらの提案は研修会を通じて職員の意見を踏まえ、試
行・検討段階である。

（１）川づくりの目標を定める「多自然検討」の導入
目標とする川の姿を設定する方法が確立できていな
いという課題に対しては、河川整備計画を検討する計
画段階、施工に向けた詳細設計を行う設計段階の間に
「多自然検討」段階を導入することを提案する。実
務的には、河川整備計画のフォローアップとして、河
道の分析・評価、計画の具体化、管理のために発注
している業務で実施することが考えられる。
具体的な手順としては、河川全体を俯瞰した上で、
治水・環境が一体となった河川整備が必要な区間を

対象範囲とし、河道地形と自然環境の整理・分析を
行い、相対的に良好な区間を選定する。この良好な
区間を手本として、河道掘削の複数案を設定し、各
掘削案に対して治水・環境面の将来予測を行い、維
持管理を含めて最適な掘削形状を決定する。なお近
年は、河川整備計画策定時に環境配慮を検討する「河
道技術会議資料」を活用することができる。
多自然検討は、維持管理の視点も踏まえ将来予測

を行うことから、維持管理面にも配慮した掘削案を選
択することで、施工後の再堆積や再樹林化が抑制さ
れれば、将来の維持管理費の軽減にも寄与するものと
考える。

（２）多自然川づくりを徹底・継承するためのチェックリス
ト・カルテの作成
多自然川づくりを徹底するために発注者が実施する

「多自然チェックリスト」を新たに作成した。
これは、調査課と工務課が設計思想を相互に確認

しながら進める仕組みとし、環境配慮の徹底に重要な
過程を漏れなく実施すること、チェック時の経緯・理由
を記録として残すことを目的としている。
リストには、計画〜多自然検討〜設計〜施工〜維持
管理の段階毎に、業務発注時、実施過程・中間報
告時、最終報告・検査時に確認すべき事項を掲げた。
また、多自然川づくりを継承するために、各段階の
業務成果を集約し、発注者が引継ぎ資料として使用す
る「多自然カルテ」を新たに作成した。
「多自然カルテ」は、合同現地調査、設計審査会、
現場推進会議等で調査課と工務課が協議する資料、
業務発注資料、受注者への貸与資料、経緯・結果
を集約・情報更新する記録用紙、河川巡視や多自然
川づくりの評価を行うための引渡し資料として、活用す
ることを目的としている。
様式は、設計申し送り事項表、環境配慮表示図（多

自然検討・設計・施工段階）、写真台帳の５つで構成
される。多自然検討段階は調査課、設計・施工段階
は工務課が管理し、施工後は、「写真台帳」を管理課・
出張所に引渡し、「河川カルテ」に引継ぐことが考えら
れる。

（３）多自然川づくりの義務付けと適正な評価のための
仕組み
受注者が多自然川づくりを適切かつ確実に実行する

には、実施が義務付けられ、創意工夫が評価されるこ
とが重要であり、環境配慮事項を特記仕様書に明記
し、施工管理に反映する必要がある。
施工管理では、完了検査は出来形管理の規格値を
緩和することや機能管理の視点から検査すること、ま
た、評定点でプラス評価することを受注者に明示し、
多自然川づくりに対する動機付けを行うことなどが考え
られる。
また、環境面の機能は施工から時間が経過して発
現することから、施工から５〜10年後又は出水後に「多

図１　多自然川づくりの徹底・継承に向けた提案
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自然検討」で目標とした河道地形、自然環境が達成
されているかを評価するとともに、良好な施工事例につ
いては、「中部ブロック多自然川づくりサロン」等で発
表し、設計者・施工者・発注者のチームや特に貢献し
た受注者を表彰し、これを加点項目に追加することも
有効と考えられる。

（４）既存資料の活用、モニタリング・評価手法
計画見直しにフィードバックするために、「多自然検
討」で検討した目標とその予測値を基準として、モニタ
リング・評価、維持管理を行う。
この過程では河川水辺の国勢調査結果等の環境
データの整理・分析が重要となる。河川環境基図調
査結果をもとに自然環境を1km 刻みで点数化した「河
川環境管理シート」や河川整備計画策定時に環境の
変遷を整理・分析する「河道技術会議資料」の活用
が有効である。
評価の場として「河川水辺の国勢調査アドバイザー
会議」、評価と計画見直しの場として「河川基本技術
会議」が考えられる。

７．平成 16 年災害時の宮川における取り組み
宮川は、流域面積 920km2、幹川流路延長 91km

の三重県最大の一級河川で、その源は日本有数の多
雨地域である大台ヶ原に位置し、伊勢神宮で名高い
伊勢市を貫流し、河口付近にて大湊川を分派し伊勢
湾に注ぐ清流である。
平成 16 年に台風 21 号が来襲し、洪水氾濫に

より無堤部であった中島・大倉地区（右岸 7.2k 〜
10.4k）で床上浸水等の被害が発生した。
この災害を機に、平成 18 年度から床上浸水対策
特別緊急事業（以下「床上事業」という）として、
堤防整備や河道掘削等の治水対策を実施した。
事業区間内には、名勝「宮川堤」や風致地区等

の宮川を象徴する河川景観が存在することから、河川
改修にあたっては、自然環境への配慮のみならず、河
川景観、河川空間利用、周辺環境への配慮が求めら
れた。

８．宮川右岸床上事業の概要
宮川右岸における床上事業は、洪水の防御を図

るために無堤部対策として右岸 7.2k 〜 10.4k の約
3.5km 区間を対象に堤防整備及び樋門・樋管９箇所
の改修を実施した。また、洪水を計画高水位以下で
流下させるため、流下能力が不足する6.2k 〜 9.2k
区間において、平
成 18 年度〜平成
23年度に河道掘削
を実施した。関連
事業として、風致
地区に指定されて
いる桜堤区間（右
岸 6.2k 〜 7.2k）
は堤防断面が不足
し、堤体漏水がた
びたび発生していた
ことから、平成 25
年度〜平成 28 年
度に一般改修として堤防整備を行った。

９．宮川における整備目標の設定
宮川は美しい景観を呈し、日本有数の水質を誇る清
流であり、自然環境が豊かな河川空間を有している。
整備区間は、風致地区に指定され、桜堤で有名な
名勝「宮川堤」にも指定され、また、日常的なレクレーショ
ンや憩いの場であるとともに、伊勢神宮奉納全国花火
大会、遷宮の際の
お木曳等、数々の
行事で河川空間が
利用されている。こ
のため、これらの特
性を十分に踏まえた
上で、整備の目標
となる環境整備コン
セプトを定めた。
環境整備コンセプ

トは、「宮川の歴史と美しい河川景観の保全による “川
辺の生活風景” の創造」とし、治水機能を確保するこ
とに加え、宮川・伊勢市を代表する地区の一つとして、
宮川の原風景と調和のとれた河川空間を整備する方
針とした。
また、「宮川における環境整備検討委員会」2）を開
催し、有識者や地元関係者で構成される委員に意見・
要望等を頂きながら、環境整備コンセプトに沿って、治
水だけではなく環境や利用面に配慮した環境整備計画
を策定した。

10．宮川における多自然川づくりの概要
以下の多自然川づくりの考え方に従って整備を行っ

た結果、現在、良好な環境が保たれている。
	・掘削高を平水位＋2.0mとし、宮川特有の自然環境図２　床上事業位置図

図３　事業効果イメージ

図４　環境整備コンセプト



RIVER FRONT Vol.88

41

である砂州やアユの産卵場を保全する。
	・広い高水敷を整正し、河川公園として整備する。
	・人が集まる場として親水性に配慮し、低水路法面は
緩傾斜（1:10）とする。（緩傾斜化により流速が低
減し耐侵食性も向上）
	・低水護岸は河川利用・景観・自然環境に配慮した
工法とする。（覆土護岸等により植生の復元や現地
に馴染んだ景観を創出）
	・樹木群は多様な生物のすみかとして極力残す。

11．宮川で多自然川づくりを実践できた要因
災害復旧は緊急を要するために早期対応が求められ

る事業であるが、併せて地元より、宮川の自然環境や
人々に親しまれてきた河川景観を保全しつつ河川改修
を行うことが求められた。
このような条件下で、環境や利用面に配慮した整備
を実現できた理由を分析することで、通常時の多自然
川づくりに参考となるヒントを探した。
災害時は河道地形や自然環境が大きく変化すること

から、考え方によっては、災害復旧は河川環境の整備・
保全を図る重要な機会と捉えることもできる。また、災
害復旧時は関係者が一堂に会して同じ想いを共有して
短期間で取り組むことから、計画・設計・施工の各段
階での意志決定を諮りやすいという特徴がある。
以上を踏まえ、通常時の多自然川づくりに参考とな

る工夫点・留意点を以下に示す。
	・計画策定段階では、関係者が参画する委員会を設
置し、早期に整備コンセプトを立案することで、関係
者間で目標の共有化が図られ、治水・環境・利用
の面から、優先すべき事項を効率的に整理できたも
のと考える。
	・計画段階では、単に河道掘削による水位低減効果
の早期発現だけを求めるのではなく、アユの産卵場
等の自然環境の保全、礫河原の保全、樹林化の抑
制、親水性の向上など、多岐にわたる配慮事項を
満たすよう、自然の営力を活用した持続性のある掘
削断面とするよう留意した。検討時には、過去のデー
タに基づき、出水特性・河床材料・河道の変遷を

整理し、掘削箇所の冠水頻度やアユの産卵に適す
る水深・河床材料、今後の河床変動など、多様な
視点から、妥当性の評価を行った。
	・設計段階では、関係者へのヒアリングを行うことで、
掘削工法や仮設計画、自然環境や利用面に配慮し
た護岸の選定等、多自然川づくりに関する多数のア
ドバイスを頂くことができ、環境整備コンセプトを継承し
た設計に繋がったものと考える。
	・施工段階では、発注者・設計者・施工者が参加す
る工事連絡会議を開催し、設計内容及び留意事項
を相互に確認することで、設計思想の継承が図れた
ものと考える。
	・工事実施後は、河道形状の変化（再堆積）や樹木
の再繁茂の追跡調査、アユの産卵環境の評価を行
うなど、継続的にモニタリングを行うことで、計画・設
計・施工の各段階における思想や機能を評価するこ
とが重要と考える。

12．おわりに
河道掘削は、掘削規模が大きいほど河川環境に与

えるインパクトも大きいため、多自然川づくりの機会とし
ても捉えられるべきである。宮川の事例では、関係者
で川づくりの目標を共有し、設計から施工までを短期間
に集中して実施したことが、多自然川づくりを徹底・継
承できた要因と考える。
多自然検討で事前に川づくりの目標を設定しておくこ

とは、円滑な河川整備に繋がるため、災害復旧時に
も有効と考える。ただし、災害時は河道変化の規模が
大きいため、災害前に想定していた河道や環境の変化
と実態が乖離する場合もある。このため、多自然川づく
りアドバイザー制度を活用するなど、専門家による指導
が有効と考える。
また、災害復旧時は、河川整備の機会である一方
で、モニタリング・評価が実施されないケースがあったり、
経緯や記録が残りにくいといった課題もある。このため、
設計・施工内容や専門家による指摘を記録するととも
に、施工後の経過をモニタリングして、災害復旧時の
多自然川づくりを評価し、これを通常時の多自然川づく
りに反映していくことが重要である。
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図５　環境整備計画の概要図




